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令和 2年 11 月１日版 

 

 

市原市中小企業等経営支援金 

申請要領 
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【注意】 

9 月末までに市原市中小企業等経営支援金を申請した方は、再度申請することはできません

（支給は 1 事業者 1 回限りです）。 

 
（お問合せ先）市原市商工業振興課支援金担当 

       【電    話】 ０４３６－２３－９７７２（直通） 

       【受付時間】午前９時から午後５時まで（土・日・祝日除く） 
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１  趣旨   

新型コロナウイルス感染症の拡大により、売り上げが大きく減少するなど経済的影響を受

けた中小企業、小規模事業者、個人事業主等に対し、新しい生活様式のもと感染症予防対策

や強靭な経営環境の整備などを総合的に支援するため、市独自の支援金を支給します。 

   

２  支給額  

１事業者   １０万円  （申請は１事業者につき１回限り） 

 

３  対象要件  

具体的には、以下の７つの要件を全て満たしている必要があります。 

（ただし、「主たる事業所」の所在地は市原市内とする） 

 

（１） 中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条第１項における会社及び個人

※１（以下、中小企業者という。）、社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人（以下、

ＮＰＯ法人という。）、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人又は組合等※２のうち、

以下※3 に掲げる業種を営む者であること。  

  

※１ 中小企業者の範囲（中小企業基本法による定義） 

 下記のいずれかを満たすこと  

業種  資本金の額又は出資の総額  常時使用する従業員の数  

① 卸売業  １億円以下  100 人以下  

② サービス業  5,000 万円以下  100 人以下  

③ 小売業  5,000 万円以下  50 人以下  

④ 製造業、建設業、運輸業  

その他業種（①～③を除く）  
３億円以下  300 人以下  

注 中小企業基本法に基づかない法人についても上記の表に準じる。ただし、医療法人等の医業を

主たる事業とする法人については、常時使用する従業員の数が 300 人以下の法人まで対象。 

 

※２ 組合等の範囲 

 中小企業等協同組合（事業協同組合、事業協同小組合、信用協同組合、協同組合連合会、企業

組合）、農業協同組合、農業協同組合連合会、水産業協同組合、森林組合、 生産森林組合、森

林組合連合会、消費生活協同組合、消費生活協同組合連合会 
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 協業組合、商工組合、商工組合連合会、商店街振興組合、商店街振興組合連合会 

 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会 

 酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会 

 

※3 支給対象となる業種 

中小企業基本法上の類型 日本標準産業分類上の分類（第 13 回改定（平成 26 年４月１日施行）） 

①卸売業 大分類Ｉ（卸売業、小売業）のうち卸売業 

②小売業 大分類Ｉ（卸売業，小売業）のうち小売業 

大分類Ｍ（宿泊業，飲食サービス業）のうち 

 中分類７６（飲食店）、中分類７７（持ち帰り・配達飲食サービス業） 

③サービス業 大分類Ｇ（情報通信業）のうち 

中分類３８（放送業）、中分類３９（情報サービス業）、 

小分類４１１（映像情報制作・配給業）、小分類４１２（音声情報制作

業）、小分類４１５（広告制作業）、小分類４１６（映像・音声・文字

情報制作に附帯するサービス業） 

大分類Ｋ（不動産業、物品賃貸業）のうち 

小分類６９３（駐車場業）、中分類７０（物品賃貸業） 

大分類Ｌ（学術研究、専門・技術サービス業） 

大分類Ｍ（宿泊業、飲食サービス業）のうち中分類７５（宿泊業） 

大分類Ｎ（生活関連サービス業、娯楽業）※小分類７９１（旅行業）除く 

大分類Ｏ（教育、学習支援業） 

大分類Ｐ（医療、福祉） 

大分類Ｑ（複合サービス事業） 

大分類Ｒ（サービス業＜他に分類されないもの＞） 

④製造業、 

建設業、 

運輸業  

その他業種 

（①～③を除く） 

大分類 A（農業） 

大分類Ｃ（鉱業，採石業，砂利採取業） 

大分類Ｄ（建設業） 

大分類Ｅ（製造業） 

大分類Ｆ（電気・ガス・熱供給・水道業） 

大分類Ｇ（情報通信業）※③業種を除く 

大分類Ｈ（運輸業，郵便業） 

大分類Ｊ（金融業，保険業） 

大分類Ｋ（不動産業，物品賃貸業）※③業種を除く 

大分類Ｍ（宿泊業，飲食サービス業）※③業種を除く 

大分類Ｎ（生活関連サービス業，娯楽業）のうち小分類７９１（旅行業） 

支給の対象となる法人（中小企業基本法による定義） 

①株式会社、②合名会社、③合資会社、④合同会社、  

⑤（特例）有限会社（会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律）、 

⑥弁護士法に基づく弁護士法人、⑦公認会計士法に基づく監査法人、⑧税理士法に基づく税理士法人、

⑨行政書士法に基づく行政書士法人、⑩司法書士法に基づく司法書士法人、 

⑪弁理士法に基づく特許業務法人、⑫社会保険労務士法に基づく社会保険労務士法人、  

⑬土地家屋調査士法に基づく土地家屋調査士法人、⑭社会福祉法人、⑮医療法人、⑯ＮＰＯ法人、 

⑰一般社団・財団法人、⑱公益社団・財団法人、⑲組合等 
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※ 下記の法人は、支給の対象とはなりません。（中小企業基本法による定義） 

①学校法人、②宗教法人、③農事組合法人、④農業法人（ただし、会社法の会社又は有限会

社は対象）、⑤有限責任事業組合（ＬＬＰ） 

 

（２） 新型コロナウイルス感染症の拡大により、売上高が前年同月（令和２年１月から令

和２年 12 月の内、任意のひと月）と比較して５０％以上減少していること。  

※ 個人事業主の場合、ここでの売上高とは、確定申告書第一表における「事業収入」を指し、

それ以外の「不動産収入」「給与収入」等は該当しません。 

※ 上記の比較が困難で、平成 31 年４月から令和２年 4 月 6 日（緊急事態宣言の前日）の間に

新規創業、事業承継、法人成した中小企業者の場合は、「６ 要件に関する特例（１）新規創

業・事業承継・法人成特例（Ｐ７）」を参照。  

  

（３） 市原市内に「主たる事業所」（本店）※を有する中小企業者であること。  

※ 「事業所」は、従業者及び設備を有して、物の生産や販売、サービスの提供が継続的に行わ

れていること。 

※ 法人の場合は、法人税の確定申告書別表一に記載された納税地。  

個人事業者（青色申告）の場合は、所得税の青色申告決算書に記載された事業所所在地。  

個人事業者（白色申告）の場合は、所得税の収支内訳書に記載された事業所所在地。  

ＮＰＯ法人・公益法人等特例の場合は、履歴事項証明書又は根拠法令に基づき法人等の設立

について公的機関に認可等されていることがわかる書類で確認 

  

（４） 事業内容が公の秩序若しくは善良の風俗を害することとなるおそれがないこと。  

（５） 事業を営むに当たって関連する法令及び条例等を遵守していること。   

（６） 新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成２４年法律第３１号）に基づき千葉県

が休業等の要請を行った施設を有する者にあっては、当該要請に応じていること。  

※ 休業要請については、全期間について協力いただくことが基本ですが、今回の対象要件

としては、以下について県の要請に応じていることが必要です。 

① 令和２年４月２２日（水）から５月 ６日（水）までの全ての期間 

② 令和２年５月 ９日（土）から５月３1 日（日）までの全ての期間 

（②については、休業要請が令和２年５月３０日までのいずれかの日で終了する場合、

令和２年５月９日から当該終了日までの期間とする。） 

【休業等の要請対象施設についてはｐ２０参照】 

  

（７） 「暴力団排除に関する規定」（ｐ２３参照）を遵守していること。また、本件につい

て千葉県警察本部に照会する場合があることについて予め承諾すること。 
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４  申請手続き  

 

（１）申請受付期間  

   令和２年 11 月１日（日）から令和３年１月 29 日（金）まで  

  

（２）申請受付方法  

オンライン提出及び郵送での申請受付を行います。なお、新型コロナウイルス感染拡

大防止の観点から、窓口による対面受付は行いません。 

   なお、オンライン申請の方が、郵送よりも速やかな交付が可能となります。 

 

【留意事項】 

本支援金給付事務は、一部業務を、市原市から㈱JTB 千葉支社に委託しております。 

このため、受託事業者が申請情報を取り扱う場合があることをご了承のうえ、申請願います。 

なお、市と受託事業者との間で、個人情報の保護・適切な管理について合意の上、契約を締結しています。 

 

≪オンライン提出の場合≫ 

【 URL 】 https://www.city.ichihara.chiba.jp/kanko/0205sangyou/shouchu/covid-

19_kigyousien/keieisienkin.html 

 上記 URL にアクセスし、申請手続きを行ってください。 

 令和３年１月 29 日（金）16：00 までに送信を完了してください。 

 

≪郵送の場合≫ 

申請書類を以下の宛先に郵送してください。郵送にあたっては、簡易書留など郵

送物の追跡ができる方法で郵送することを推奨します。 

（令和３年１月 29 日（金）の消印有効） 

 

【宛先】 

〒260-0015 

千葉市中央区富士見 2-15-11 ＩＭＩ千葉富士見ビル 4 階 

市原市中小企業等経営支援事業 事務局（ＪＴＢ千葉支店内） 

 

※切手を貼付の上、裏面に差出人の住所及び氏名を必ずご記載ください。 
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（３）申請書類 

以下の申請書類を提出してください。なお、必要に応じて追加書類の提出及び説明を求

めることがあります。また、申請書類の返却はいたしません。   

 申請書類一覧 チェック 

① 

市原市中小企業等経営支援金交付申請書（第１号様式、第１号様式の２）  

（ｐ１０～１２参照） 

※オンライン申請の場合は、専用ポータル内入力フォームにて申請。  

□ 

 

② 

振込先口座を確認できる書類（通帳の写し）               （ｐ１３参照）  

※オンライン申請の場合は、 

専用ポータル内入力フォームにて申請し、写しをアップロード。 

□ 

③ 

市原市で事業を行っていることが確認できる書類     （ｐ１４、１５参照） 

【法人の場合】 

・法人設立届出書の写し等 

□ 【個人事業主の場合】下記２点 

・開業届出書の写し等 

    ＋ 

・本人確認書類の写し（マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等） 

④ 

【国の持続化給付金を受給し、交付決定通知書を受領している場合】 

・国の持続化給付金の交付決定通知書の写し 

この場合、①、②、③、④の書類提出で⑤以降の他の書類を省略できます。 

 

□ 

⑤ 

直近（前年）の確定申告書の写し             （ｐ１７、１８参照） 

・第一表 

  ＋ 

【法人の場合】 

・法人事業概況説明書（２枚組） 

※前年分に限らず、比較対象月を全て含む期間の上記書類が必要。 

□ 

【個人事業主の場合】 

・青色申告決算書（２枚組）または収支内訳書（１枚） 

⑥ 
減収月の売上台帳等の写し                                 （ｐ１９参照） 

 
□ 

⑦ 
【新規創業、事業承継・法人成特例、ＮＰＯ法人・公益法人等特例の場合】 

 特例に該当することが確認できる書類の写し       （ｐ７、８、１４、１５参照）  
□ 

※ 提出書類に不備や提出物が不鮮明で判読困難な場合には、再提出をお願いするため、

支給までに相当な期間を要することがあります。申請前にご確認ください。 
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5  支給の決定  

  申請書を受理した後、その内容を審査の上、適正と認められたときは支援金を支給します。  

  申請書類の審査の結果、本支援金を支給する旨を決定したときは、後日、交付決定通知書

を発送いたします。 

 

６  要件に関する特例  

以下の場合は、「３ 対象要件（２）」とは別の取扱いの上、支給対象とします。  

（１） 新規創業・事業承継・法人成特例  

① 平成３１年４月１日から令和元年１２月３１日の間に新規創業または事業承継、法人

成した場合、令和２年１月から 12 月の任意のひと月の売上高が令和元年の総売上高

を令和元年の営業月数※で按分した月平均額より５０％以上減少していること。 

  

減収月 

年 H31 ～ R１ R１ R１ R2 R2 R2 R2 

～ 

R2 R2 R2 

月 4 ～ 10 11 12 1 2 3 4 10 11 12 

売上   30 40 50 60 40 30 0 10 15 20 

 

 

② 令和元年１２月１日から令和２年４月６日の間に新規創業または事業承継、法人成し

た場合、令和２年４月以降（12 月までの任意のひと月）の減収対象月の売上が、創

業から３月※1 までの事業収入を令和２年３月までの月数※2 で按分した月平均売上高

より５０％以上減少していること。 

※1  4 月 1 日から 4 月 6 日までに創業した場合、当該期間の売上を 4 月分の事業収入とする。 

※2  営業月数は、創業・事業承継・法人成した後の営業月数を指し、１か月に満たない営業日数の月は

１か月とみなします。 

※3  令和元年 12 月に創業の場合は、①と②のいずれかを選択して申請できます。 

 

 

                           減収月 

年 R 元 R１ R2 R2 R2 R2 

～ 

R2 R2 R2 

月 11 12 1 2 3 4 10 11 12 

売上  20 40 60 40 0 10 15 20 

 

 

【追加で必要な書類】 

法人または個人事業主で確定申告時期が到来していない場合 

 ①のときは令和元年分の、②のときは創業月から令和 2 年 3 月※1 までの、税理士に

よる押印及び署名がなされた年間事業収入を証明する書類（様式任意） 

新規創業・事業承継・法人成 

令和元年の月平均売上 40万円 
比較 

月平均売上40万円 

０万円 

新規創業・事業承継・法人成 

比較 
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（２） 確定申告特例・１  

令和元年の確定申告の義務がない場合やその他相当の事由により提出できない場合  

 令和元年分の市町村民税・都道府県民税の申告書類の控えを提出いただき、令和元

年の年間事業収入の月平均額と令和２年の減収対象月の売上と比較します。  

  

（３） 確定申告特例・２  

「確定申告期限の柔軟な取扱いについて」に基づいて、令和元年分の確定申告を完了し

ていない場合、又は住民税の申告期限が猶予されており当該申告が完了していない場合  

 平成３０年分の確定申告書類等の控え又は平成３０年分の市町村民税・都道府県民

税の申告書類の控えを提出いただき、平成３０年の月別の売上がわかる場合は比較

月の売上と、平成３０年の月別売上がわからない場合は、平成３０年の年間事業収

入月平均額と令和２年の減収対象月の売上と比較します。  

  

（４） 白色申告特例 

白色申告のため、月ごとの売上が確認できない場合  

 令和元年の売上の月平均を、減収対象月の売上と比較する。  

 

（５） ＮＰＯ法人・公益法人等特例 

Ｐ２対象要件（１）に該当する者で、公益法人等（法人税法別表第二に該当する法人）

及び法人税法以外の法律により公益法人等とみなされる法人（ＮＰＯ法人等）であるた

め確定申告を要さない場合は、代わりに以下１及び２の書類を提出いただき、令和２年

の減収対象月の収入が前年同月と比較して５０％以上減少していれば対象となります。 

前年同月の収入を確認できない場合は、令和２年の減収対象月の属する事業年度の直

前の 事業年度の月平均と、減収対象月の収入を比較します。 

※ この場合の収入とは、寄付金、補助金、助成金、金利等による収入など、株式会社等

でいう営業外収益に当たる金額を除き、法人の事業活動によって得られた収入（公益

法人等の場合、国・地方公共団体からの受託事業による収入を含む。）のみを対象と

します。 

※ 「会費」は収入に含めることができます。 

 

【必要書類】下記２点セット 

１ 履歴事項証明書又は根拠法令に基づき法人等の設立について公的機関に認可等されて

いることがわかる書類 

２ 直前の事業年度の収入が確認できる書類 

（例）社会福祉法人・・・事業活動計算書 

ＮＰＯ法人 ・・・（特定非営利活動に係る）事業報告書 

公益法人  ・・・正味財産増減計算書 
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７  その他の留意事項  

 

（１） 本支援金の決定後、対象要件に該当しない事実や不正等が発覚した場合は、本支援

金の支給決定を取り消します。この場合、申請者は、支援金を返金することとなります。  

 

（２） 市は必要に応じて、申請内容（休業実態等）の状況について調査する場合がありま

す。その場合、支給対象者は市に協力するとともに、速やかに状況を報告願います。  

 

よくある問合せ 

Q1．添付書類は、開業届出書、法人設立届出書がなくてもよいですか？ 

A1．市原市で事業を行っていることが確認できる書類が必須です。 

手元にない場合は、下記書類をもって代えることも可能です。 

法人の場合 法人税の確定申告書別表一の写しの納税地に「市原市」

の住所地が記載してあること 

個人事業主（青色申告）の場合 青色申告決算書の事業所所在地に「市原市」の住所地が

記載してあること 

個人事業主（白色申告）の場合 収支内訳書の事業所所在地に「市原市」の住所地が記載

してあること 

 

Q2．窓口で受け付けていますか？郵送先に直接申請書類を持ち込んでよいですか？ 

A2．新型コロナウィルス感染拡大防止のため、直接持ち込みはご遠慮ください。 

必ずオンラインまたは郵送提出をお願いいたします。 

 

Q3．本支援金を複数回受給することはできますか？ 

A3．1 回限りの申請となります。 

 

Q4．国の持続化給付金や千葉県の中小企業再建支援金を申請すれば、市の支援金ももらえ

ますか？ 

A4．それぞれ申請していただく必要があります。 

 

Q5．フリーランスの場合は支給対象になりますか？ 

A5．雇用契約によらない業務委託契約等に基づく事業活動からの収入を、主たる収入とし

て税務上の事業所得で確定申告をしている場合、対象となります。 

 

Q6．支援金は課税対象になりますか？ 

A6．課税対象です。詳しくは最寄り税務署にお問い合わせください。 

 

 



10 

 

【 参 考 】 

①市原市中小企業等経営支援金申請書（第１号様式） 

 

記載例 

（法人・個人事業主） 

必要事項を記入 
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記載例（法人） 
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記載例（個人事業主） 
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② 振込先口座を確認できる書類  

□ 口座の通帳の写し  

（法人の場合）法人名義  

（個人事業者の場合）本人名義  

□ （申請者と振込先名義人が異なる場合）委任状  

※ 銀行名・支店番号・支店名・口座種別・口座番号・名義人が確認できるようスキャン又は撮

影してください。  

※ 上記が確認できるように、必要であれば、通帳のオモテ面と通帳を開いた１・2 ページ目の

両方を添付してください。  

※ 電子通帳などで紙媒体の通帳がない場合は、電子通帳等の画面等の画像を提出してください。  

※ 同様に当座口座で紙媒体の通帳がない場合も、電子通帳等の画像を提出してください。  

※ 画像が不鮮明な場合や、銀行名・支店番号・支店名・口座種別・口座番号・名義人が１つで

も 確認できない場合は、振込ができず、給付金のお支払いができません。  

※ 委任状について、委任者（支援金申請者の名前・住所）、受任者（振込先口座名義人の名前・

住所）・委任する旨の文言（「私に支給される市原市中小企業等経営支援金の受領に関する権

限を、下の者を代理人とし委任します。」等）・委任者印が確認できることが必要です。 

 

通帳のオモテ面              通帳を開いた１・2ページ目 

 

 

 

                

 

 

 電子通帳 画面コピー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＋ 
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③ 市原市で事業を行っていることが確認できる書類 

(ア) 法人の場合  

□ 法人設立届出書の写し（１枚）  

※ 当該届出書は、P7 の新規創業・事業承継・法人成特例に該当する場合、「設立形態」の欄が

①「個人企業を法人組織とした法人である場合」を選択されていること、 ②「整理番号」の

欄に個人の確定申告の番号を記載していること、設立日が平成 31 年４月１日から令和２年

４月６日までの間であること。 
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(イ) 個人事業者の場合  

□ 個人事業の開業・廃業等届出書の写し（１枚）  

※ 当該届出書は、P7 の新規創業・事業承継・法人成特例に該当する場合、開業日が、平成 31

年４月１日から令和２年４月６日までの間であること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ウ) NPO 法人や公益法人等の場合 

□履歴事項証明書 

または根拠法令に基づき法人等の設立について公的機関に認可等されていることがわかる書類  
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③ 【個人事業者の場合】本人確認書類の写し  

本人確認書類は、下記の（ア）から（エ）のいずれかの写しを住所・氏名・顔写真がはっきりと判

別できるかたちで提出してください。  

(ア) 運転免許証（両面）（返納している場合は、運転経歴証明書で代替可能。）  

(イ) 個人番号カード（オモテ面のみ）  

(ウ) 写真付きの住民基本台帳カード（オモテ面のみ）  

(エ) 在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書（在留の資格が特別永住者のものに限る。） 

（両面）  

※ いずれの場合も申請を行う月において有効なものであり、記載された住所が申請時に登録す

る住所と同一のものに限る。なお、（ア）から（エ）を保有していない場合は、（オ）又は（カ）

で代替することができるものとします。  

(オ) 住民票の写し及びパスポート（顔写真の掲載されているページ）の両方  

(カ) 住民票の写し及び各種健康保険証（両面）の両方  

 

  



17 

 

⑤ 直近（前年）の確定申告書の写し  

(ア) 法人の場合  

減収月の属する事業年度の直前※の事業年度の分を提出してください（下記２点セット）。  

※ 直前の事業年度の確定申告の申告期限前である場合など、相当の理由により減収月の直前

の業年度の確定申告書類が提出できない場合は、２事業年度前の確定申告書類をもって代

えることが可能。  

□ 法人税の確定申告書別表一の写し（１枚）  

□ 法人事業概況説明書の写し（２枚）  

 

 ■確定申告書第一表（１枚）            ■法人事業概況説明書（２枚） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 収受印、または収受されていることがわかることが必要。 

e-Tax を通じて申告を行っている場合、これに相当するものを提出して下さい。  
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(イ) 個人事業者の場合（青色申告の場合）   

令和元年分を提出してください（下記２点セット）。  

□ 所得税の確定申告書第一表の写し（１枚）  

□ 所得税の青色申告決算書の写し（２枚） 

 

 ■確定申告書第一表（１枚）          ■所得税青色申告決算書（２枚） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 収受印、または収受されていることがわかることが必要。 

e-Tax を通じて申告を行っている場合、これに相当するものを提出して下さい。  
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(ウ) 個人事業者の場合（白色申告の場合）   

令和元年分を提出してください（下記２点セット）。  

□ 所得税の確定申告書第一表の写し（１枚）  

□ 所得税の収支内訳書の写し（１枚）  

 

 ■確定申告書第一表（１枚）            ■収支内訳書（１枚）        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 収受印、または収受されていることがわかることが必要。 

e-Tax を通じて申告を行っている場合、これに相当するものを提出して下さい。 

 

⑥ 減収月の売上台帳等の写し  

貸方、借方など対象月の事業収入額がわかる売上台帳等を提出してください。  

申請書記載の減収額が確認できるようにマーカー等で着色願います。 

※ フォーマットの指定はありませんので、経理ソフト等から抽出したデータ、エクセルデータ、 

手書きの売上帳などでも構いません。書類の名称も「売上台帳」でなくても構いません。  

※ ただし、提出するデータが対象月の事業収入であることを確認できる資料を提出してくださ

い。（令和２年●月と明確に記載されている等）  

※ なお、法人の場合は法人名、個人の場合は屋号もしくは個人名が台帳で確認できる箇所を併

せて提出してください。 
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千葉県の新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく措置（別紙） 

  

１ 新型インフルエンザ等対策特別措置法第２４条第９項に基づき、４月１４日から５月 31 日まで

の間、下記施設の使用停止またはイベント開催の停止の協力を要請 

※同法に基づく休業等の要請が５月３０日までのいずれかの日で終了する場合は当該終了日までとする。 

 

２ 新型インフルエンザ等対策特別措置法第２４条第９項に基づき、食堂、レストラン、喫茶店、居

酒屋等を管理する事業者に対し、４月１８日から５月２５日までの間、１９時以降の夜間の酒類

の提供を控えていただくよう要請し、５月２６日以降は、２２時以降の夜間の酒類の提供を控え

ていただくよう要請 

  

（休業等対象施設一覧） 

種類 施設 休止要請 備考 

大学 等 大学 対象 【床面積の合計が 1,000 平方メート

ル超の施設への要請内容】 

 施設の使用停止及び催物の開催

の停止を要請（＝休業要請） 

 

  

専門学校 対象 

高等専修学校 対象 

専修学校・各種学校 対象 

日本語学校・外国語 

学校 

対象 

インターナショナル 

スクール 

対象 

劇場 等 劇場 対象 【要請内容】 

 施設の使用停止及び催物の開催

の停止を要請（＝休業要請） 
観覧場 対象 

プラネタリウム 対象 

映画館 対象 

演芸場 対象 

集会場 等 

 

 

 

 

 

 

 

 

集会場 対象 【要請内容】 

 施設の使用停止及び催物の開催

の停止を要請（＝休業要請） 

 

 

 

 

公会堂 対象 

展示場 対象 

貸会議室 対象 

文化会館 対象 

多目的ホール 対象 

集会場 等 神社 対象外 【要請内容】 

 施設の使用停止及び催物の開催

の停止を要請（＝休業要請） 
寺院 対象外 

教会 対象外 
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ホテル、旅館 

（集会の用に供する部分に

限る。） 

対象 

 

【床面積の合計が 1,000 平方メート

ル超の施設】 

 施設の使用停止及び催物の開催

の停止を要請（＝休業要請） 

運 動 施 設  

等  

体育館 対象 【要請内容】 

 施設の使用停止及び催物の開催

の停止を要請（＝休業要請） 

 

 

※屋内施設は、使用停止の要請の

対象とする。 

 

 

☆屋外運動施設の観客席部分につ

いては、使用停止の要請の対象と

する。  

屋内・屋外水泳場 対象 

ボウリング場 対象 

スケート場 対象 

ゴルフ練習場（※） 対象外 

バッティング練習場（※） 対象外 

陸上競技場（☆） 対象外 

野球場（☆） 対象外 

テニス場（☆） 対象外 

柔剣道場 対象 

弓道場 対象外 

スポーツクラブ 対象 

ホットヨガ、ヨガスタジオ 対象 

遊技場 マージャン店 対象 【要請内容】 

 施設の使用停止及び催物の開催

の停止を要請（＝休業要請） 
パチンコ屋 対象 

ゲームセンター 対象 

テーマパーク 対象 

遊園地 対象 

博物館 等 博物館 対象 【床面積の合計が 1,000 平方メート

ル超の施設】 

 施設の使用停止及び催物の開催

の停止を要請（＝休業要請） 

美術館 対象 

図書館 対象 

科学館 対象 

記念館 対象 

水族館 対象 

動物園 対象 

植物園 対象 

遊興施設等 キャバレー 対象 【要請の内容】 施設の使用停止及び

催物の開催の停止を要請（＝休業

要請）  
ナイトクラブ 対象 

ダンスホール 対象 

スナック 対象 
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バー 対象 

パブ 対象 

ダーツバー 対象 

個室付浴場業に係る 

公衆浴場 

対象 

ヌードスタジオ 対象 

のぞき劇場 対象 

性風俗店 対象 

デリヘル 対象 

アダルトショップ 対象 

個室ビデオ店 対象 

ネットカフェ 対象 

漫画喫茶 対象 

カラオケボックス 対象 

射的場 対象 

ライブハウス 対象 

場外馬（車・舟）券場 対象 

自動車 

教習所 等 

自動車教習所 対象 【床面積の合計が 1,000 平方メート

ル超の施設】 

 施設の使用停止及び催物の開催

の停止を要請（＝休業要請） 

学習塾 対象 

オンライン授業 対象外 

家庭教師 対象外 

英会話教室 対象 

音楽教室 対象 

囲碁・将棋教室 対象 

生け花・茶道・書道・絵画教室 対象 

そろばん教室 対象 

バレエ教室 対象 

体操教室 対象 
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暴力団排除に関する規定 
  

支給を受けようとする事業を行う者（法人その他の団体にあっては、その役員等（業務を

執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者、相談役、顧問その他の実質的に

当該団体の経営に関与している者又は当該団体の業務に係る契約を締結する権限を有する

者をいう。以下同じ。））が、将来においても、次の各号のいずれにも該当しないこと。  

 

一  暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第

６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）  

二  次のいずれかに該当する行為（イ又はウに該当する行為であって、法令上の義務の履

行としてするものその他正当な理由があるものを除く。）をした者（継続的に又は反復

して当該行為を行うおそれがないと認められる者を除く。）  

ア  自己若しくは他人の不正な利益を図る目的又は他人に損害を加える目的で、情を知

って、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴

力団（以下「暴力団」という。）又は暴力団員を利用する行為  

イ  暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら、

暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して行う、金品その他の財産上の利益若し

くは便宜の供与又はこれらに準ずる行為  

ウ  県の事務又は事業に関し、請負契約、物品を購入する契約その他の契約の相手方（法

人その他の団体にあっては、その役員等）が暴力団員であることを知りながら、当

該契約を締結する行為  

三  暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者  

  

上記内容に該当しないことを確認するため、市原市が千葉県警察本部に照会する場合があ

ることについて承諾していただくことが申請条件となります。  

 


